
介護保険法等に基づく施設等の基準の条例の独自基準の解釈について 

趣旨 

  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の制定

により、介護保険法、老人福祉法、社会福祉法において、これまで全国一律に厚生労働省令で定

められてきた施設基準等について、次のように本市条例で定めました。 

●介護保険法 

①川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

②川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

③川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

④川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例 

⑤川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

⑥川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例 

⑦川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例 

●老人福祉法 

⑧川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

⑨川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

●社会福祉法 

⑩川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

この中で、本市独自に定めた基準の趣旨及び内容についてサービスごとに、まとめたものは次

のとおりとなります。条例の施行は、平成２５年４月１日となりますので、各事業所におき

ましては対応にご留意いただきますようよろしくお願いします。 

  なお、本市独自基準以外の基準の解釈については、平成２５年３月中にホームページに掲載し、

平成２５年３月１１日に説明会を開催する予定です。詳細は、メールにて配信する予定です。 

また、今回の条例制定に伴う運営規程等の変更については、変更届を行う必要はありません。

各事業所で対応をよろしくお願いします。 
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１ 訪問介護（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第３０条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければなら

ない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 緊急時等における対応方法 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 
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２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第４２条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 訪問介護計画 

 第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 
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保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

２ 訪問入浴介護（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第５７条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービスの利用に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 
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４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生時の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第５８条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 
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 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

３ 訪問看護（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第７７条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 緊急時等における対応方法 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 
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（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 
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２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第７８条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 第７３条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

 訪問看護計画書 

 訪問看護報告書 

 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

４ 訪問リハビリテーション（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第８７条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 
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 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の予防策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 
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（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第８８条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に

関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 訪問リハビリテーション計画 

 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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５ 居宅療養管理指導（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第９６条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 
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３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第９７条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 事情において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 
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②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

６ 通所介護（療養通所・介護予防を含む） 

１ 身体拘束の禁止について 

（川崎市条文） 

指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

 身体的拘束等の禁止の規定は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等

を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならないこととしたものである。 

なお、記録の整備の規定に基づき、当該記録は、５年間保存しなければならない。 

２ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第１０７条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定通所介護の利用定員 

 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 緊急時等における対応方法 （※）療養通所介護は除く。 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項
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利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 
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（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

３ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第１１２条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 通所介護計画 

 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 第１０５条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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７ 通所リハビリテーション（介護予防を含む） 

１ 身体拘束の禁止について 

（川崎市条文） 

指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

 身体的拘束等の禁止の規定は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等

を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならないこととしたものである。 

なお、記録の整備の規定に基づき、当該記録は、５年間保存しなければならない。 

２ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第１４３条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定通所リハビリテーションの利用定員 

 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 
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（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 
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２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

３ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第１４５条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に

関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 通所リハビリテーション計画 

 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 第１４０条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

８ 短期入所生活介護（介護予防を含む） 

１ 廊下幅について 

（川崎市条文） 
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廊下の幅は、１．８メートル（中廊下にあっては、２．７メートル）以上とすること。ただし、

廊下の一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認

められる中廊下の場合は、１．８メートル以上とすることができる。 

 短期入所生活介護における廊下の幅は、利用者の身体的、精神的特性及び非常災害時における迅

速な避難、救出のための動線を確保することを考慮した上で、円滑な往来に支障が生じない水準と

して定めたものである。なお、「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室等利用者の日常生活に直

接使用する設備のある廊下をいう。 

 また、ここでいう「廊下の一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑な往来に

支障が生じないと認められる場合」とは、利用者、従業員等がすれ違う際の動線を考慮した上で、

アルコーブを設けることなどにより、円滑な往来に支障が生じない場合を想定している。 

２ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第１６４条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 利用定員（第１４８条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。） 

 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の送迎の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害の対策方法 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の予防策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 
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（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 
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２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

３ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第１６７条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 短期入所生活介護計画 

 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 第１５５条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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９ 短期入所療養介護（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第２０１条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の送迎の実施地域 

 施設利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 
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４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第２０３条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 短期入所療養介護計画 

 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 
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 第１９４条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

10 特定施設入居者生活介護（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第２３２条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 

 入居定員及び居室数 

 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 
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 その他事業運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 
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４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第２３６条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に

関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 特定施設サービス計画 

 第２２４条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第２２６条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第２３３条第３項の規定による結果等の記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 施行規則第６４条第３号に規定する書類

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 
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また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

11 福祉用具貸与（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第２５７条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかな

ければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務内容 

 営業日及び営業時間 

 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 
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 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第２６２条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備してお

かなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 福祉用具貸与計画 

 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 第２６０条第４項の規定による結果等の記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 
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 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

12 特定福祉用具販売（介護予防を含む）. 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第２７６条（第２５７条の準用） 指定福祉用具販売事業者は、指定福祉用具販売事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務内容 

 営業日及び営業時間 

 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び販売費用の額その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 
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（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 
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２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第２７５条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 特定福祉用具販売計画 

 第２７０条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４０条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

13 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第３２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章におい

て「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 
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 緊急時等における対応方法 

 利用者の合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 
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（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文）  

第４３条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

 第２１条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第２６条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

 訪問看護報告書 

 第２９条の規定による市への通知に係る記録 

 第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 第４０条第２項の規定による報告、評価、要望、助言等の記録 

適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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14 夜間対応型訪問介護 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第５６条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 緊急時等における対応方法 

 利用者の合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 
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２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第５９条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 夜間対応型訪問介護計画 

 次条において準用する第２１条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 次条において準用する第２９条の規定による市への通知に係る記録 

 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年
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間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

15 認知症対応型通所介護（介護予防を含む） 

１ 身体拘束の禁止について 

（川崎市条文） 

指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

 身体的拘束等の禁止の規定は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等

を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならないこととしたものである。 

なお、記録の整備の規定に基づき、当該記録は、５年間保存しなければならない。 

２ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第７４条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第６２条第４項又は第６６条第１項の利用定員をい

う。第７６条において同じ。） 

 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 
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 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 
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（事故はつぇいの防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

３ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第８０条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 認知症対応型通所介護計画 

 次条において準用する第２１条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 第７１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

 次条において準用する第２９条の規定による市への通知に係る記録 

 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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16 小規模多機能型居宅介護（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第１０１条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 

 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 
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２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第１０８条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に
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関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 居宅サービス計画 

 小規模多機能型居宅介護計画 

 次条において準用する第２１条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 第９３条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

 次条において準用する第２９条の規定による市への通知に係る記録 

 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 第１０６条第２項の規定による報告、評価、要望、助言等の記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

17 認知症対応型共同生活介護（介護予防を含む） 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第１２３条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務内容 

 利用定員 

 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 入居に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 
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 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

（緊急時等における対応方法） 

第○条 サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治

医又は協力医療機関に連絡する等の措置を講ずる。 

（苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 
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２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第１２８条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提

供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 認知症対応型共同生活介護計画 

 第１１６条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第１１８条第６項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 次条において準用する第２９条の規定による市への通知に係る記録 

 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 次条において準用する第１０６条第２項の規定による報告、評価、要望、 
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助言等の記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

18 地域密着型特定施設入居者生活介護 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第１４６条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 

 入居定員及び居室数 

 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 
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（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 
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２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第１４９条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関

する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

 地域密着型特定施設サービス計画 

 第１３７条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第１３９条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第１４７条第３項の規定による結果等の記録 

 次条において準用する第２９条の規定による市への通知に係る記録 

 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 次条において準用する第１０６条第２項の規定による報告、評価、要望、助言等の記録 

 施行規則第６５条の４第４号に規定する書類 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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19 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

１ 居室定員について 

（川崎市条文） 

１の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者のプライバシーの確保に配慮するととも

に、個室への転換が可能となるよう設計上の工夫を行うときは、２人以上４人以下とすることが

できる。 

 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の居室定員については、入所者のプライバシー

への配慮等は欠かせない点、多様な市民の方のニーズに対応した施設整備を行っていく点等を考慮

して定められたものである。 

 ここでいう「入所者のプライバシーの確保に配慮する」とは、壁やふすまのような建具まで要す

るものではないが、パーテーションや家具等により入所者同士の視線の遮断が確保されるようなも

のである必要がある。 

 また、「個室への転換が可能となるような設計上の工夫」とは、ベッドや窓の配置、居室内に入所

者が通行するために必要な動線を確保する等、将来的に個室への転換が可能となることを想定した

設備の配置等の工夫がみられるものを指す。 

２ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第１７０条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 施設の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 入所定員 

 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他

の費用の額 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他施設の運営に関する重要事項 

入所者の安全への配慮、法令遵守体制等、入所者の選択に資するものや入所者を保護する上で重

要な事項について、入所者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 
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また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 入所者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た入所者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて入所者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 
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第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 入所者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 入所者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

３ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第１７８条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、従業者、設備及び会計に関する記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

 地域密着型施設サービス計画 

 第１５７条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第１５９条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 次条において準用する第２９条の規定による市への通知に係る記録 

 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 前条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 適正な運営及び入所者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、入所者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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20 複合型サービス 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第２０４条（第１０１条の準用） 指定複合型サービス事業者は、指定複合型サービス事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定複合型サービスの登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 

 指定複合型サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他事業の運営に関する重要事項 

利用者の安全への配慮、法令遵守体制等、利用者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、利用者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 
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２ 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第２０３条 指定複合型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者は、利用者に対する指定複合型サービスの提供に関する次に掲げる
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記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 居宅サービス計画 

 複合型サービス計画 

 第１９９条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第２００条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

 複合型サービス報告書 

 次条において準用する第２１条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

 次条において準用する第２９条の規定による市への通知に係る記録 

 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 次条において準用する第１０６条第２項の規定による報告、評価、要望、助言等の記録 

 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①計画及び報酬請求に関する書類を含む具体的なサービス内容等の記録（第１号、第２号及び第３

号）保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とす

る。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②苦情及び事故に関する記録（第４号及び第５号） 

 保存期間の始期は、苦情または事故への対応が完了した日の属する月の翌月１日とする。 

21 介護老人福祉施設・特別養護老人ホーム 

１ 居室定員について 

（川崎市条文） 

１の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者のプライバシーの確保に配慮するととも

に、個室への転換が可能となるよう設計上の工夫を行うときは、２人以上４人以下とすることが

できる。 

 指定介護老人福祉施設の居室定員については、入所者のプライバシーへの配慮等は欠かせない点、

多様な市民の方のニーズに対応した施設整備を行っていく点等を考慮して定められたものである。 



- 52 - 

 ここでいう「入所者のプライバシーの確保に配慮する」とは、壁やふすまのような建具まで要す

るものではないが、パーテーションや家具等により入所者同士の視線の遮断が確保されるようなも

のである必要がある。 

 また、「個室への転換が可能となるような設計上の工夫」とは、ベッドや窓の配置、居室内に入所

者が通行するために必要な動線を確保する等、将来的に個室への転換が可能となることを想定した

設備の配置等の工夫がみられるものを指す。 

２ 廊下幅について 

（川崎市条文） 

幅は、１．８メートル（中廊下にあっては、２．７メートル）以上とすること。ただし、廊下

の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認めら

れる中廊下の場合は、１．８メートル以上とすることができる。 

 指定介護老人福祉施設における廊下の幅は、入所者の身体的、精神的特性及び非常災害時におけ

る迅速な避難、救出のための動線を確保することを考慮した上で、円滑な往来に支障が生じない水

準として定めたものである。なお、「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活

に直接使用する設備のある廊下をいう。 

 また、ここでいう「廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に

支障が生じないと認められる場合」とは、入所者、従業者等がすれ違う際の動線を考慮した上で、

アルコーブを設けることなどにより、円滑な往来に支障が生じない場合を想定している。 

３ 運営規程について 

（川崎市条文） 

開設者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運

営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 施設の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 入所定員 

 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 非常災害対策 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 
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 その他施設の運営に関する重要事項 

入所者の安全への配慮、法令遵守体制等、入所者の選択に資するものや入所者を保護する上で重

要な事項について、入所者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 入所者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た入所者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて入所者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 
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５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 入所者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 入所者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

４ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

開設者は、従業者、設備及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 施設サービス計画 

 第１３条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第１６条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第２５条の規定による市町村への通知に係る記録 

 第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 第４１条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 適正な運営及び入所者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、入所者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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22 介護老人保健施設 

１ 廊下幅について 

（川崎市条文） 

第 6条（５）ア 幅は、１．８メートル（中廊下にあっては、２．７メートル）以上とすること。

ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じ

ないと認められる中廊下の場合は、１．８メートル以上とすることができる。 

 介護老人保健施設における廊下の幅は、入所者の身体的、精神的特性及び非常災害時における迅

速な避難、救出のための動線を確保することを考慮した上で、円滑な往来に支障が生じない水準と

して定めたものである。なお、「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活に直

接使用する設備のある廊下をいう。 

 また、ここでいう「廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に

支障が生じないと認められる場合」とは、入所者、従業者等がすれ違う際の動線を考慮した上で、

アルコーブを設けることなどにより、円滑な往来に支障が生じない場合を想定している。 

２ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第２９条 介護老人保健施設の開設者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程

（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 施設の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 入所定員 

 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 非常災害対策 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他施設の運営に関する重要事項

入所者の安全への配慮、法令遵守体制等、入所者の選択に資するものや入所者を保護する上で重

要な事項について、入所者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 
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（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 入所者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た入所者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて入所者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも

のとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 
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２ 入所者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 入所者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

３ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第４２条 介護老人保健施設の開設者は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する記録を整

備しておかなければならない。 

２ 介護老人保健施設の開設者は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 施設サービス計画 

 第１２条第４項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて

の検討の内容等の記録 

 第１３条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第１６条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第２５条の規定による市町村への通知に係る記録 

 第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 第４０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 適正な運営及び入所者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平な

運営を図るため、入所者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年

間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期

は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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23 介護療養型医療施設 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第２８条 指定介護療養型医療施設の開設者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 入院患者の定員 

 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 非常災害対策 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他施設の運営に関する重要事項 

入院患者の安全への配慮、法令遵守体制等、入院患者の選択に資するものや入院患者を保護する

上で重要な事項について、入院患者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加

する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、入院患者又は他の入院患者の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入院患者の行動を制限する行為（以下「身

体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 入院患者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」

を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た入院患者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以

外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて入院患者

又はその家族の同意を得るものとする。 
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３ 従業者は、業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者

でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含む

ものとする。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る入院患者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措

置を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び

援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 入院患者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者

の家族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 入院患者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第４１条 指定介護療養型医療施設の開設者は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の開設者は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 施設サービス計画 

 第１４条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 
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 第１７条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第２４条の規定による市町村への通知に係る記録 

 第３７条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 第３９条第３項の規定よる事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 適正な運営及び入院患者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度を適正かつ公平

な運営を図るため、入院患者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から

５年間保存することを義務付けたものである。第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の

始期は、次のとおりとする。なお、これらの記録については、電子文書による保存も可能なものと

する。 

①サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 

24養護老人ホーム 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

（運営規程） 

第８条 養護老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

 施設の目的及び運営の方針 

 職員の職種、員数及び職務の内容 

 入所定員 

 入所者の処遇の内容 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 非常災害対策 

 緊急やむを得ない場合に第１７条第４項に規定する身体的拘束等を行う際の手続 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他施設の運営に関する重要事項 
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入所者の安全への配慮、法令遵守体制等、入所者の選択に資するものや入所者を保護する上で重

要な事項について、入所者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 入所者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た入所者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて入所者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 職員であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものとす

る。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

４ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 
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２ 入所者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 入所者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第１０条 養護老人ホームの設置者は、設備、職員及び会計に関する記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 養護老人ホームの設置者は、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

 処遇計画 

 行った具体的な処遇の内容等の記録 

 第１７条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第２８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 第３０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 適正な運営及び入所者に対する適切なサービスの提供を確保するため、入所者に対するサービス

の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存することを義務付けたものである。

第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期は、次のとおりとする。なお、これらの記

録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 
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25 軽費老人ホーム 

１ 運営規程について 

（川崎市条文） 

第８条 軽費老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以

下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 施設の目的及び運営の方針 

 職員の職種、員数及び職務の内容 

 入所定員 

 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 非常災害対策 

 緊急やむを得ない場合に第１８条第３項に規定する身体的拘束等を行う際の手続 

 個人情報の管理の方法 

 苦情への対応方法 

 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

 その他施設の運営に関する重要事項 

入所者の安全への配慮、法令遵守体制等、入所者の選択に資するものや利用者を保護する上で重

要な事項について、入所者に最も身近な運営規定において、新たに定めるものとして追加する。 

また、本件に関する運営規程の変更については、変更届を行う必要はないものとする。

記載例は、次のとおりとする。 

（身体拘束の禁止） 

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。 

２ 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

（個人情報の保護） 

第○条 入所者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た入所者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて入所者又は

その家族の同意を得るものとする。 

３ 職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。 
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４ 職員であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものとす

る。 

 （苦情処理） 

第○条 サービスの提供等に係る入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じる。 

２ 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。 

４ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規程により行う

調査又は斡旋に協力するよう努める。 

（事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法） 

第○条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安

全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。 

２ 入所者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家

族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じる。 

３ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

４ 入所者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 記録の整備について 

（川崎市条文） 

第１０条 軽費老人ホームの設置者は、設備、職員及び会計に関する記録を整備しておかなければ

ならない。 

２ 軽費老人ホームの設置者は、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 入所者に提供するサービスに関する計画 

 第１６条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第１８条第４項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第３２条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 第３４条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
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 適正な運営及び入所者に対する適切なサービスの提供を確保するため、入所者に対するサービス

の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存することを義務付けたものである。

第２項各号に規定する完結の日に関する保存期間の始期は、次のとおりとする。なお、これらの記

録については、電子文書による保存も可能なものとする。 

①サービス提供の根拠となる計画及び具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定める目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サービスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

②上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

 保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌月１日とする。 


